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第
２
章　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
施
策

（
基
本
計
画
）

第
８
条　

市
長
は
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、

基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」

と
い
う
。）
を
策
定
す
る
。

２　

基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

①
総
合
的
か
つ
長
期
的
に
講
ず
べ
き

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関
す

る
施
策
の
大
綱

②
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
男

女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３　

市
長
は
、
基
本
計
画
を
策
定
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
市
民
及
び
事
業

者
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
適
切
な
措
置
を
と
る
も
の
と

す
る
。

４　

市
長
は
、
基
本
計
画
を
策
定
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
白
石
市
男
女
共

同
参
画
専
門
委
員
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

市
長
は
、
基
本
計
画
を
策
定
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

市
長
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
等

に
対
応
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て

基
本
計
画
の
見
直
し
を
図
る
も
の
と

す
る
。

（
調
査
研
究
）

第
９
条　

市
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
形
成
を
阻
害
し
て
い
る
要
因
の

調
査
分
析
並
び
に
そ
の
解
決
の
た
め

の
方
策
の
研
究
そ
の
他
男
女
共
同
参

画
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
策

定
に
必
要
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う

も
の
と
す
る
。

２　

市
長
は
、
調
査
の
結
果
及
び
研

究
の
成
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
普
及
啓
発
）

第　

条　

市
は
、
市
民
及
び
事
業
者

10
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関

す
る
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、
必
要

な
普
及
広
報
活
動
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（
教
育
及
び
学
習
の
推
進
）

第　

条　

市
は
、
市
民
が
あ
ら
ゆ
る

11
機
会
を
通
じ
て
男
女
共
同
参
画
社
会

の
形
成
に
資
す
る
た
め
、
教
育
及
び

学
習
の
推
進
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
民
間
活
動
の
支
援
）

第　

条　

市
は
、
市
民
及
び
事
業
者

12
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関

す
る
自
主
的
な
取
組
み
に
対
し
、
情

報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
家
庭
生
活
と
職
業
生
活
等
の

　

両
立
支
援
）

第　

条　

市
は
、
男
女
が
共
に
家
庭

13
生
活
と
職
業
生
活
等
を
両
立
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
子
の
養
育
及
び

家
族
の
介
護
等
に
お
い
て
必
要
な
支

援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
表
彰
）

第　

条　

市
長
は
、
雇
用
の
分
野
に

14

お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

に
関
し
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
事
業
者
の
表
彰
を
行
う
も
の
と
す

る
。

２　

市
長
は
、
前
項
の
表
彰
を
行
っ

た
と
き
は
、
事
業
者
の
取
組
み
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
年
次
報
告
）

第　

条　

市
長
は
、
男
女
共
同
参
画

15
社
会
の
形
成
の
状
況
及
び
促
進
に
関

す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
年

次
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
極
的
改
善
措
置
）

第　

条　

市
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

16
お
け
る
社
会
活
動
に
つ
い
て
、
男
女

間
に
参
画
す
る
機
会
の
格
差
が
生
じ

て
い
る
場
合
、
市
民
及
び
事
業
者
と

協
働
し
、
積
極
的
改
善
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
は
、
附
属
機
関
と
し
て
設
置

す
る
審
議
会
等
の
委
員
を
任
命
し
、

又
は
委
嘱
す
る
と
き
は
、
男
女
い
ず

れ
か
一
方
の
委
員
の
数
が
、
委
員
の

総
数
の　

分
の
４
未
満
と
な
ら
な
い

10

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

 
第
３
章　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

 
成
を
阻
害
す
る
要
因
の
排
除

（
性
別
に
よ
る
権
利
侵
害
の
禁
止
）

第　

条　

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行

17
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

①
家
庭
、
職
場
、
学
校
及
び
地
域
等

あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
性
別
に
よ
る

差
別
的
取
扱
い

②
家
庭
、
職
場
、
学
校
及
び
地
域
等

あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
な
言
動

に
よ
り
、
相
手
方
の
生
活
環
境
を
害

す
る
行
為
又
は
当
該
言
動
に
対
す
る

相
手
方
の
対
応
に
よ
り
、
相
手
方
に

不
利
益
を
与
え
る
行
為
を
い
う
。）

③
家
庭
、
職
場
、
学
校
及
び
地
域
等

あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
つ
き
ま
と
い

等
及
び
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
（
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成　

年
法
律
第　

号
）
第
２

12

81

条
第
１
項
に
規
定
す
る
つ
き
ま
と
い

等
及
び
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
を
い
う
。）

④
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い

な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）
等
に
お
け
る
暴
力
行
為
（
身
体

的
、
性
的
又
は
精
神
的
な
苦
痛
を
著

し
く
与
え
る
行
為
を
い
う
。）
に
よ
り
、

男
女
の
人
権
を
損
う
行
為

（
市
民
に
表
示
さ
れ
る

　

情
報
に
関
す
る
留
意
）

第　

条　

何
人
も
、
広
く
市
民
に
表

18
示
さ
れ
る
情
報
に
お
い
て
、
性
別
に

よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
及
び
女
性

に
対
す
る
暴
力
等
を
助
長
す
る
表
現

並
び
に
過
度
の
性
的
な
表
現
を
行
わ

な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
談
及
び
苦
情
処
理
）

第　

条　

市
長
は
、
第　

条
各
号
に

19

17

掲
げ
る
行
為
を
受
け
た
者
（
当
該
行

為
を
受
け
た
者
の
同
伴
す
る
家
族
を

含
む
。
以
下
「
被
害
者
」
と
い
う
。）

の
相
談
に
応
じ
、
情
報
の
提
供
そ
の

他
の
支
援
を
行
う
。

２　

市
長
は
、
市
が
実
施
す
る
男
女

共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施

策
及
び
推
進
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認

め
ら
れ
る
苦
情
等
の
適
切
な
処
理
を

行
う
。

３　

市
長
は
、
前
２
項
の
相
談
及
び

苦
情
処
理
に
つ
い
て
は
、
国
、
県
の

関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
適
切

な
措
置
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に

応
じ
関
係
者
に
対
し
資
料
の
提
出
又

は
説
明
を
求
め
、
調
査
を
行
う
も
の

と
す
る
。

４　

市
長
は
、
前
項
の
調
査
結
果
に

基
づ
き
是
正
措
置
等
が
あ
る
場
合
は
、

勧
告
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

9

（
男
女
共
同
参
画
相
談
支
援

　

セ
ン
タ
ー
）

第　

条　

市
は
、
男
女
共
同
参
画
社

20
会
の
形
成
を
阻
害
す
る
要
因
を
排
除

す
る
た
め
の
相
談
、
支
援
窓
口
と
し

て
、
白
石
市
民
生
部
男
女
共
同
参
画

課
内
に
男
女
共
同
参
画
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
（
以
下
「
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

（
相
談
員
）

第　

条　

第　

条
の
相
談
及
び
苦
情

21

19

処
理
の
業
務
を
行
う
た
め
、
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
に
男
女
共
同
参
画
相
談

員
（
以
下
「
相
談
員
」
と
い
う
。）
を

置
く
。

２　

相
談
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
被
害
者
の
緊
急
一
時
保
護

　

及
び
自
立
支
援
）

第　

条　

市
長
は
、
第　

条
第
４
号

22

17

に
掲
げ
る
行
為
を
受
け
た
被
害
者
か

ら
の
申
出
に
よ
り
、
緊
急
一
時
保
護

（
以
下
「
保
護
」
と
い
う
。）
が
必
要

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
公
共
施
設

等
に
お
い
て
保
護
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
保
護
す
る
期
間
は
、
当

該
保
護
が
必
要
と
認
め
る
と
き
か
ら
、

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被

害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

　

年
法
律
第　

号
）
第
３
条
に
規
定

13

31

す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
で
保
護
を
受
け
る
ま
で
、
又
は

市
長
が
適
切
と
認
め
る
ま
で
と
す
る
。

３　

市
長
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の

手
段
に
よ
り
、
第
１
項
に
規
定
す
る

保
護
を
受
け
た
者
に
対
し
て
保
護
に

要
し
た
費
用
の
返
還
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

４　

市
長
は
、
被
害
者
が
自
立
し
て

生
活
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
、

各
種
制
度
の
利
用
、
情
報
の
提
供
及

び
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の

と
す
る
。

５　

市
長
は
、
配
偶
者
等
か
ら
の
暴

力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
を
図

る
た
め
の
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体

に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
職
務
関
係
者
の
守
秘
義
務
等
）

第　

条　

市
が
実
施
す
る
被
害
者
の

23
保
護
及
び
相
談
等
を
行
う
職
務
関
係

者
は
、
被
害
者
の
人
権
を
尊
重
し
、

そ
の
安
全
の
確
保
に
十
分
な
配
慮
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

職
務
関
係
者
は
、
職
務
上
知
り

得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す

る
。

３　

市
は
、
職
務
関
係
者
に
対
し
、

被
害
者
の
人
権
及
び
配
偶
者
等
か
ら

の
暴
力
等
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る

た
め
に
必
要
な
研
修
を
行
い
、
資
質

の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

 
第
４
章　

推
進
体
制 

（
推
進
体
制
の
整
備
）

第　

条　

市
は
、
市
民
及
び
事
業
者

24
と
協
働
し
、
男
女
共
同
参
画
社
会
に

関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必

要
な
体
制
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
男
女
共
同
参
画
専
門
委
員
会
の

　

設
置
）

第　

条　

市
長
は
、
男
女
共
同
参
画

25
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
を
市
民

の
意
見
を
反
映
し
な
が
ら
総
合
的
か

つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
男
女

共
同
参
画
専
門
委
員
会
（
以
下
「
専

門
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第　

条　

専
門
委
員
会
は
、
次
に
掲

26
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

①
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関

す
る
基
本
的
な
計
画
の
策
定
及
び
見

直
し
に
関
す
る
事
項

②
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関

す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項

（
組
織
）

第　

条　

専
門
委
員
会
は
、
市
長
が

27
委
嘱
す
る
委
員　

名
以
内
で
組
織
す

10

る
。

２　

委
員
は
、
男
女
同
数
と
す
る
。

た
だ
し
、
市
長
が
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３　

委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お

け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任

者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。

５　

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘

密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第　

条　

専
門
委
員
会
に
会
長
及
び

28

副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に

よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

２　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
専

門
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、

会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第　

条　

専
門
委
員
会
の
会
議
は
、

29
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

専
門
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員

の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開

く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

専
門
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席

委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

 
第
５
章　

補
則 

（
委
任
）

第　

条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し

30
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
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